
■下水道供用開始区域
森戸、中土居、川北、川南、玉津、横黒下、横黒西
市塚新街、船屋東北　各一部区域

新田、西の川原、天皇、明神木、若葉町東　各一部区域

宵の原、楠、中西、河原町、北組、西原　各一部区域

半田、堀の内、中野口、戻川　各一部区域

百軒巷、北浜南　各一部区域

下喜多川北、古川　各一部区域

禎瑞上、禎瑞中、禎瑞下　各一部区域

西田、西泉東、楢木西、野々市西、坂元　各一部区域

北条の一部区域

大久保、山道、山口、朝日町　各一部区域

三芳の一部区域

玉　津

飯　岡

神　拝

西　条

大　町

神　戸

禎　瑞

橘

氷　見

多　賀

三　芳

池田の一部区域丹　原

自治会内一斉清掃を助成します

①自治会内一斉清掃を行う場合
　①自治会の都合のよい時期に清掃する日を設定。
　②参加人数、収集の必要の有無などを担当課へ届出。
　　（電話などで、必ず事前に行ってください）
　③清掃終了後、実績報告。
　④自治会が指定した口座に対し、謝礼金の支払い。
■問合せ　市庁舎別館環境衛生課　廃棄物対策係
　　　　　℡0897－52－1338

②市内企業が清流保全活動を行う場合
　市内の企業で清流保全活動を実施された場合には、実施
報告書（様式自由）を提出してください。清流保全推進協
力企業として市のホームページに掲載する予定です。
■問合せ　市庁舎別館環境衛生課　水・環境保全係
　　　　　℡0897－52－1382

　毎年７月第１日曜日に開催してきた「水質保全区域
河川一斉清掃」を取りやめ、自治会が実施する清掃活
動に対して環境美化推進協力謝礼金を交付します。
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